
【全 訂】

逐条特定都市河川
浸水被口対策法解説
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気候変動の影響により、今後益々激甚化・頻発化する見込みの水災害に対して、人的・物的被害を防止・
軽減するため、国や都道府県等の河川管理者が主体となって行う治水対策や治水計画の見直しに加え、
上流・下流や本川・支川の流域全体を備敵し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協

働して取り組む「流域治水ｊ

　

の必要性が高まっています。
この流域治水の実効性を高め、強力に推進する観点から、令和３年に、ｒ流域治水の計画・体制の強化ｊ

ｒ氾濫をできるだけ防ぐための対策ｊ「被害対象を減少させるための対策ｊ「被害の軽減、早期復１日・復

興のための対策」の４つの対策を重点的に行うことを目的に、９つの法律を一括改正する流域治水関連
法が成立しました。

この流域治水関連法の中核のひとつとして、 特定都市河川浸水被害対策法については、 いわゆるレッ

ドゾーン（浸水被害防止区域）に係る法制度の創設など、多様な法的手法が整備され、その内容が抜

本的に充実されました。
本書が、流域における様々な関係者主体が連携を深め、全国規模で流域治水の取組がより一層推進し、

水災害に負けない安心・安全な地域づくりに少しでも寄与できるところがあれば幸いです。

◎Ａ５判◎並製◎定価４，４００円（本体４，０００円十税１０％）◎図書コード３４８９
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土地利用形態ごとの流出係数を定める告示

○浸水被害防止区域を指定する際に想定した
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○特定都市河川浸水被害対策法の運用について

雨 参考法令
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○特定都市河川浸水被害対策法（制定時）
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